
第４４号議案 

 

蒲郡市市税条例等の一部改正について 

 

蒲郡市市税条例等の一部を改正する条例を、次のように制定するものとする。 

 

平成２７年６月１２日提出 

 

蒲郡市長  稲 葉 正 吉 

 

蒲郡市市税条例等の一部を改正する条例 

 

別紙のとおり 

 

提案理由 

地方税法の改正等に伴い、所要の改正を行うため提案する。 

 



蒲郡市市税条例等の一部を改正する条例 

 

（蒲郡市市税条例の一部改正） 

第１条 蒲郡市市税条例（昭和２９年蒲郡市条例第１０号）の一部を次のように改

正する。 

第３０条第２項に次のただし書を加える。 

ただし、同法第６０条の２から第６０条の４までの規定の例によらないもの

とする。 

第３７条の２の３第４項中「第２０３条の５第４項」を「第２０３条の５第５

項」に改める。 

第４９条第２項、第５７条第２項、第７６条第２項並びに第７６条の２第２項

及び第３項中「納期限前７日」を「納期限」に改める。 

第１１８条の３第２項中「納期前７日」を「納期限」に改める。 

附則第２条の４の２第１項中「平成３９年度」を「平成４１年度」に、「平成

２９年」を「平成３１年」に改める。 

附則第３条の前に見出しとして「（個人の市民税の寄附金控除額に係る申告の

特例等）」を付し、同条を次のように改める。 

第３条 法附則第７条第８項に規定する申告特例対象寄附者（次項において「申

告特例対象寄附者」という。）は、当分の間、第３４条の２第１項及び第２項

の規定によって控除すべき金額の控除を受けようとする場合には、第３７条第

４項の規定による申告書の提出（第３７条の２の規定により当該申告書が提出

されたものとみなされる所得税法第２条第１項第３７号に規定する確定申告書

の提出を含む。）に代えて、法第３１４条の７第１項第１号に掲げる寄附金（以

下この項及び次条において 「地方団体に対する寄附金」という。）を支出する

際、法附則第７条第８項から第１０項までに規定するところにより、地方団体

に対する寄附金を受領する地方団体の長に対し、同条第８項に規定する申告特

例通知書（以下この条において「申告特例通知書」という。）を送付すること

を求めることができる。 

２ 前項の規定による申告特例通知書の送付の求め（以下この条において「申告

特例の求め」という。）を行った申告特例対象寄附者は、当該申告特例の求め

を行った日から賦課期日までの間に法附則第７条第１０項第１号に掲げる事項



に変更があったときは、同条第９項に規定する申告特例対象年（次項において

「申告特例対象年」という。）の翌年の１月１０日までに、当該申告特例の求

めを行った地方団体の長に対し、施行規則で定めるところにより、当該変更が

あった事項その他施行規則で定める事項を届け出なければならない。 

３ 申告特例の求めを受けた地方団体の長は、申告特例対象年の翌年の１月３１

日までに、法附則第７条第１０項の規定により申請書に記載された当該申告特

例の求めを行った者の住所（同条第１１項の規定により住所の変更の届出があ

ったときは、当該変更後の住所）の所在地の市町村長に対し、施行規則で定め

るところにより、申告特例通知書を送付しなければならない。 

４ 申告特例の求めを行った者が、法附則第７条第１３項各号のいずれかに該当

する場合において、同項前段の規定の適用を受けるときは、前項の規定による

申告特例通知書の送付を受けた市町村長は、当該申告特例の求めを行った者に

対し、その旨の通知その他の必要な措置を講ずるものとする。 

附則第３条の次に次の１条を加える。 

第３条の２ 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に地方団体に対する寄附金

を支出し、かつ、当該納税義務者について前条第３項の規定による申告特例通

知書の送付があった場合（法附則第７条第１３項の規定によりなかったものと

みなされる場合を除く。）においては、法附則第７条の２第４項に規定すると

ころにより控除すべき額を、第３４条の２第１項及び第２項の規定を適用した

場合の所得割の額から控除するものとする。 

附則第５条の２第５項中「附則第１５条第３８項」を「附則第１５条第４０項」

に改め、同条に次の１項を加える。 

６ 法附則第１５条の８第４項に規定する市町村の条例で定める割合は３分の２

とする。 

  附則第１５条の３を次のように改める。 

第１５条の３ 削除 

附則第２５条の次に次の１条を加える。 

（軽自動車税の税率の特例） 

第２６条 法附則第３０条第１項第１号及び第２号に規定する３輪以上の軽自動

車に対する第７０条の規定の適用については、当該軽自動車が平成２７年４月

１日から平成２８年３月３１日までの間に初めて道路運送車両法第６０条第１



項後段の規定による車両番号の指定（次項及び第３項において「初回車両番号

指定」という。）を受けた場合において、平成２８年度分の軽自動車税に限り、

次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。 

第７０条第２号イ ３，９００円 １，０００円 

第７０条第２号ウ ６，９００円 １，８００円 

１０，８００円 ２，７００円 

３，８００円 １，０００円 

５，０００円 １，３００円 

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に規定する３輪以上の軽自動車（ガ

ソリンを内燃機関の燃料として用いるものに限る。次項において同じ。）に対

する第７０条の規定の適用については、当該軽自動車が平成２７年４月１日か

ら平成２８年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合において、

平成２８年度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第７０条第２号イ ３，９００円 ２，０００円 

第７０条第２号ウ ６，９００円 ３，５００円 

 １０，８００円 ５，４００円 

 ３，８００円 １，９００円 

 ５，０００円 ２，５００円 

３ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号に規定する３輪以上の軽自動車（前

項の規定の適用を受けるものを除く。）に対する第７０条の規定の適用につい

ては、当該軽自動車が平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの間

に初回車両番号指定を受けた場合において、平成２８年度分の軽自動車税に限

り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句とする。 

第７０条第２号イ ３，９００円 ３，０００円 

第７０条第２号ウ ６，９００円 ５，２００円 

１０，８００円 ８，１００円 

３，８００円 ２，９００円 

５，０００円 ３，８００円 

 （蒲郡市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 蒲郡市市税条例等の一部を改正する条例（平成２６年蒲郡市条例第１０号）

の一部を次のように改正する。 

第２条中蒲郡市市税条例附則に２条を加える改正規定を次のように改める。 



 附則に次の１条を加える。 

（個人の市民税の税率の特例） 

第２５条 平成２６年度から平成３５年度までの各年度分の個人の市民税に限

り、均等割の税率は、第３５条第１項の規定にかかわらず、同項に規定する

額に５００円を加算した額とする。 

   附則第２６条第３項中「附則第３０条第３項第１号」を「附則第３０条第５

項第１号」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項中「附則第３０条第２

項第１号」を「附則第３０条第４項第１号」に改め、同項を同条第３項とし、

同条第１項中「附則第３０条第１項第１号」を「附則第３０条第３項第１号」

に、「初めて道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による車両番号の指定

（次項及び第３項において「初回車両番号指定」という。）」を「初回車両番

号指定」に改め、同項を同条第２項とし、同項の前に次の１項を加える。 

法附則第３０条第１項に規定する３輪以上の軽自動車に対する当該軽自動

車が初めて道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による車両番号の指定

（以下この条において「初回車両番号指定」という。）を受けた月から起算

して１４年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税に係る第７

０条の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第７０条第２号イ ３，９００円 ４，６００円 

第７０条第２号ウ ６，９００円 ８，２００円 

１０，８００円 １２，９００円 

３，８００円 ４，５００円 

 ５，０００円 ６，０００円 

附則第１条第２号中「附則に２条を加える改正規定（附則第２６条に係る部分

を除く。）」を「附則に１条を加える改正規定」に改め、同条第４号中「附則に

２条を加える改正規定（附則第２６条に係る部分に限る。）」を「附則第２６条

の改正規定」に改める。 

附則第６条の表中「附則第２６条」を「附則第２６条第１項」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 



⑴ 第１条中蒲郡市市税条例第３０条第２項及び第３７条の２の３第４項の改正

規定並びに附則第２条第２項の規定 平成２８年１月１日 

⑵ 第１条中蒲郡市市税条例附則第１５条の３の改正規定及び附則第５条の規定 

平成２８年４月１日 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、第１条の規定による改正後の蒲郡市市税条

例（以下「新条例」という。）の規定中個人の市民税に関する部分は、平成２７年

度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成２６年度分までの個人の市

民税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第３０条第２項の規定は、平成２８年度以後の年度分の個人の市民税に

ついて適用し、平成２７年度分までの個人の市民税については、なお従前の例に

よる。 

３ 新条例附則第３条の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成２７年４月１

日以後に支出する新条例附則第３条第１項に規定する地方団体に対する寄附金に

ついて適用する。 

４ 新条例附則第３条の２の規定は、平成２８年度以後の年度分の個人の市民税に

ついて適用する。 

５ 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、

この条例の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に終

了する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年

度分の法人の市民税及び同日前に終了した連結事業年度分の法人の市民税につい

ては、なお従前の例による。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、

平成２７年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成２６年度分までの

固定資産税については、なお従前の例による。 

２ 新条例附則第５条の２第６項の規定は、平成２７年４月１日以後に新築される

地方税法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第２号。以下「平成２７年改

正法」という。）第１条の規定による改正後の地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）附則第１５条の８第４項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家

住宅に対して課すべき平成２８年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 



 （軽自動車税に関する経過措置） 

第４条 新条例附則第２６条の規定は、平成２８年度分の軽自動車税について適用

する。 

 （市たばこ税に関する経過措置） 

第５条 別段の定めがあるものを除き、平成２８年４月１日前に課した、又は課す

べきであったこの条例による改正前の蒲郡市市税条例附則第１５条の３に規定す

る喫煙用の紙巻たばこ（以下この条において「紙巻たばこ３級品」という。）に係

る市たばこ税については、なお従前の例による。 

２ 次の各号に掲げる期間内に、地方税法第４６５条第１項に規定する売渡し又は

同条第２項に規定する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ３級品に係る

市たばこ税の税率は、新条例第８４条の規定にかかわらず、当該各号に定める税

率とする。 

 ⑴ 平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで １，０００本につき２，

９２５円 

 ⑵ 平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで １，０００本につき３，

３５５円 

 ⑶ 平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで １，０００本につき４，

０００円 

３ 平成２８年４月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定する売渡し又は同条

第２項に規定する売渡し若しくは消費等（同法第４６９条第１項第１号及び第２

号に規定する売渡しを除く。以下この条において同じ。）が行われた紙巻たばこ３

級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等（新条例第８２条第１項に規定

する卸売販売業者等をいう。以下この条において同じ。）又は小売販売業者がある

場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律（平成２７年法律

第９号。以下「所得税法等改正法」という。）附則第５２条第１項の規定により製

造たばこの製造者として当該紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者の製造たばこ

の製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されること

となるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ３級品（これ

らの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これら

の者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ３級品

を直接管理する営業所において所持されるものに限る。）を同日に小売販売業者に



売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税

の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ３級品の本数とし、

当該市たばこ税の税率は、１，０００本につき４３０円とする。 

４ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、平成２７年

改正法附則第２０条第４項に規定する申告書を平成２８年５月２日までに市長に

提出しなければならない。 

５ 前項の規定による申告書を提出した者は、平成２８年９月３０日までに、その

申告に係る税金を地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。以下「施行

規則」という。）第３４号の２の５様式による納付書によって納付しなければなら

ない。 

６ 第３項の規定により市たばこ税を課する場合においては、同項から前項までに

規定するもののほか、新条例第８５条の２第４項、第８５条の５及び第８６条の

規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第８５条の２第４項 第１項及び第２項 蒲郡市市税条例等の一部を

改正する条例（平成２７年蒲

郡市条例第  号。第８５条

の５において「平成２７年改

正条例」という。）附則第５

条第４項 

第８５条の５ 第８５条の２第１項又

は第２項 

平成２７年改正条例附則第

５条第４項 

当該各項 同項 

７ 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域

内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した紙巻たばこ３級

品のうち、第３項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの

返還を受けた場合には、当該市たばこ税に相当する金額を、新条例第８５条の３

の規定に準じて、同条の規定による当該紙巻たばこ３級品につき納付された、又

は納付されるべき市たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当

該卸売販売業者等に係る市たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還

付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第８５条の２第１項か

ら第３項までの規定により市長に提出すべき申告書には、当該返還に係る紙巻た

ばこ３級品の品目ごとの本数についての明細を記載した施行規則第１６号の５様



式による書類を添付しなければならない。 

８ 平成２９年４月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定する売渡し又は同条

第２項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ３級品を同日に販

売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これら

の者が所得税法等改正法附則第５２条第８項の規定により製造たばこの製造者と

して当該紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出し

たものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これ

らの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ３級品（これらの者が卸売販売業

者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者

である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ３級品を直接管理する営業

所において所持されるものに限る。）を同日に小売販売業者に売り渡したものとみ

なして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該

売り渡したものとみなされる紙巻たばこ３級品の本数とし、当該市たばこ税の税

率は、１，０００本につき４３０円とする。 

９ 第４項から第７項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合に

ついて準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第４項 前項 第８項 

附則第２０条第４項 附則第２０条第１０項にお

いて準用する同条第４項 

 平成２８年５月２日 平成２９年５月１日 

第５項 平成２８年９月３０日 平成２９年１０月２日 

第６項の表以外の部分 第３項 第８項 

から前項まで 、第４項及び前項 

第６項の表第８５条の２

第４項の項 
附則第５条第４項 

附則第５条第９項において

準用する同条第４項 

第６項の表第８５条の５

の項 
附則第５条第４項 

附則第５条第９項において

準用する同条第４項 

第７項 第３項 第８項 

１０ 平成３０年４月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定する売渡し又は同

条第２項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ３級品を同日に

販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これ

らの者が所得税法等改正法附則第５２条第１０項の規定により製造たばこの製造

者として当該紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移



出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、

これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ３級品（これらの者が卸売販

売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売

業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ３級品を直接管理する

営業所において所持されるものに限る。）を同日に小売販売業者に売り渡したもの

とみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、

当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ３級品の本数とし、当該市たばこ税

の税率は、１，０００本につき６４５円とする。 

１１ 第４項から第７項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合

について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第４項 

 

前項 第１０項 

附則第２０条第４項 附則第２０条第１２項にお

いて準用する同条第４項 

 平成２８年５月２日 平成３０年５月１日 

第５項 平成２８年９月３０日 平成３０年１０月１日 

第６項の表以外の部分 第３項 第１０項 

から前項まで 、第４項及び前項 

第６項の表第８５条の２

第４項の項 
附則第５条第４項 

附則第５条第１１項におい

て準用する同条第４項 

第６項の表第８５条の５

の項 
附則第５条第４項 

附則第５条第１１項におい

て準用する同条第４項 

第７項 第３項 第１０項 

１２ 平成３１年４月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定する売渡し又は同

条第２項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ３級品を同日に

販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これ

らの者が所得税法等改正法附則第５２条第１２項の規定により製造たばこの製造

者として当該紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移

出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、

これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ３級品（これらの者が卸売販

売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売

業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ３級品を直接管理する

営業所において所持されるものに限る。）を同日に小売販売業者に売り渡したもの

とみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、



当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ３級品の本数とし、当該市たばこ税

の税率は、１，０００本につき１，２６２円とする。 

１３ 第４項から第７項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合

について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第４項 

 

前項 第１２項 

附則第２０条第４項 附則第２０条第１４項にお

いて準用する同条第４項 

 平成２８年５月２日 平成３１年４月３０日 

第５項 平成２８年９月３０日 平成３１年９月３０日 

第６項の表以外の部分 第３項 第１２項 

から前項まで 、第４項及び前項 

第６項の表第８５条の２

第４項の項 
附則第５条第４項 

附則第５条第１３項におい

て準用する同条第４項 

第６項の表第８５条の５

の項 
附則第５条第４項 

附則第５条第１３項におい

て準用する同条第４項 

第７項 第３項 第１２項 

 

 

  

 


